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【火力発電の高効率化等】 

 ○電力業界の低炭素化の取組 
 

平成27年７月に、主要な事業者が参加する電力業界の自主的枠組み及び低
炭素社会実行計画（国のエネルギーミックス及びＣＯ２削減目標とも整合す
る排出係数0.37kg-CO2/kWh程度を目標としている。）が発表された。 
また、平成28年２月には、電気事業低炭素社会協議会が発足し、個社の削

減計画を策定し、業界全体を含めてＰＤＣＡを行うなどの仕組みやルールが
発表された。 
この自主的枠組みの目標達成に向けた取組を促すため、省エネ法・エネル

ギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料
の有効な利用の促進に関する法律（平成21年法律第72号。以下「高度化法」
という。）に基づく政策的対応を行うことにより、電力自由化の下で、電力
業界全体の取組の実効性を確保していく。 
具体的には、以下の事項を含め、引き続き「東京電力の火力電源入札に関

する関係局長級会議取りまとめ」（平成25年４月25日経済産業省・環境省）
に沿って実効性ある対策に取り組む。 
 
＜自主的枠組みについて＞ 
・ 引き続き実効性・透明性の向上を促すとともに、掲げた目標の達成に
真摯に取り組むことを促す。 

・ 国の審議会（産業構造審議会産業技術環境分科会地球環境小委員会資
源・エネルギーワーキンググループ）においても電力業界の自主的枠組
みにおける取組等をフォローアップする。 

 
＜政策的対応＞ 
・ 省エネ法に基づき、発電事業者に、新設の発電設備について、発電
設備単位で、エネルギーミックスで想定する発電効率の基準を満たす
こと（石炭42.0％以上、ＬＮＧ50.5％以上、石油等39.0％以上）を求める。 
また、既設の発電設備について、発電事業者単位で、エネルギーミ

ックスで想定する発電実績の効率（火力発電効率Ａ指標について目指す
べき水準を1.00以上（発電効率の目標値が石炭41％、ＬＮＧ48％、石油39％
（いずれも発電端・ＨＨＶ）が前提）、火力発電効率Ｂ指標について目指す
べき水準を44.3％（発電端・ＨＨＶ）以上）の基準を満たすことを求める。 

・ 高度化法に基づき、小売電気事業者に、販売する電力のうち、非化
石電源が占める割合を44％以上とすることを求める。 

・ 電力の小売営業に関する指針上で調整後排出係数の記載を望ましい
行為と位置付ける。 

・ 地球温暖化対策推進法政省令に基づき、全ての小売電気事業者に、
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のための排出係数の実績の
報告の協力を要請し、公表する（さらに、報告対象に前々年度の実績
等を追加し、報告内容の充実を図る。）。 
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当面、以上により取り組んでいくことにより、電力業界全体の取組の実効
性・透明性を確保する。また、2030年度の削減目標やエネルギーミックスと
整合する2030年度に排出係数0.37kg-CO2/kWhという目標を確実に達成して
いくために、これらの取組が継続的に実効を上げているか、毎年度、その進
捗状況を評価する。 
電気事業分野からの排出量や排出係数等の状況を評価し、0.37kg-CO2/kW

hの達成ができないと判断される場合には、施策の見直し等について検討す
る。 

 
○火力発電における最新鋭の発電技術の導入促進 
 

発電設備の導入に当たっては、競争を通じて、常に発電技術の進歩を促し、
発電事業における我が国の技術優位を維持・向上させ、国際競争力の向上と
環境貢献を行うことが重要である。この考え方に立ち、今後の発電技術の開
発動向も勘案して、ＢＡＴの採用を促す。 

 
○二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ） 
 

2030年以降を見据えて、ＣＣＳについては、「東京電力の火力電源入札
に関する関係局長級会議取りまとめ」や「エネルギー基本計画」等を踏ま
えて取り組む。 

 
 ○小規模火力発電への対応 
 

環境影響評価法（平成９年法律第81号）の対象規模未満、特に、規模要
件をわずかに下回る程度の小規模火力発電所の建設計画が増加している。
このような小規模火力発電所を建設しようとする発電事業者に対しては、
エネルギーミックスの実現に資する高い発電効率の基準を満たすことを求
めていくため、省エネ法等の措置を講じる。 

 

【安全性が確認された原子力発電の活用】 

 

○電力業界の低炭素化の取組（再掲） 
 

 ○安全性が確認された原子力発電の活用 
 

原子力は、運転時には温室効果ガスの排出がない低炭素のベースロード電
源である。原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な
判断に委ね、原子力規制委員会により規制基準に適合すると認められた場合
には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、立地自治
体など関係者の理解と協力を得るよう取り組む。 

 

【再生可能エネルギーの最大限の導入】 
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